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そ
の
淵
策
と
し
て
此
等
の
地
方
の
公
租
公
割
問

を
軽
減
せ
ん
と
す
る
啓
が
高
〈
な
っ
た
の
で
あ
る
。
蕊
に
恒
別
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
農
村
等
の
営
而
の
窮
乏

を
救
済
せ
ん
と
す
る
臆
念
策
と
将
来
に
わ
た
り
農
村
等
の
租
税
負
轄
を
緩
和
ぜ
ん
と
す
る
恒
久
策
と
の
こ
つ
で
ゐ

る
。
窮
乏
せ
る
農
村
を
差
し
掛
回
、
り
救
構
ぜ
ん
と
す
る
矯
め
に
は
公
租
公
課
の
軽
減
の
如
き
政
策
は
寧
ろ
微
温
的
の

も
の
に
属
し
、

叉
此
種
の
租
税
軽
減
策
は
別
に
農
村
等
に
特
有
の
も
の
で
な

t
大
都
舎
に
も
之
を
講
守
る
必
要
の

起
る
事
が
め
る
。
然
し
恒
久
策
と
し
て
考
へ
る
時
に
は
、
我
閣
の
農
村
等
は
大
都
合
に
比
し
不
釣
合
に

E
額
の
租

税
を
負
携
し
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
此
の
不
均
衡
を
何
と
か
し
て
打
破
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
而
し

て
農
村
等
の
租
税
負
轄
の
高
ま
る
原
因
は
岡
枕
の
方
面
よ
り
も
寧
ろ
地
方
税
の
側
に
存
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か

ら
、
此
の
恒
久
策
も
之
を
地
方
財
政
の
改
革
に
ま
行
ね
ば
な
ら
な
い
。
惑
に
岡
家
か
ら
地
方
同
盟
に
包
括
的
の
補

助
金
を
交
付
し
以
て
都
市
と
農
村
等
と
の
聞
の
地
方
税
負
携
を
公
平
に
す
る
目
的
よ
り
し
て
地
方
財
政
調
整
交
付

金
が
提
唱
せ
ら
れ
、
一
見
に
地
方
財
政
調
整
交
付
金
の
分
配
標
準
と
し
て
地
方
財
政
調
整
指
数
な
る
も
の
が
考
へ
ら



れ
る
の
で
あ
る
。

我
園
の
各
地
方
が
均
等
の
経
済
的
後
遺
を
と
げ
貝
つ
類
似
の
粧
品
礼
を
文
出
し
て
ゐ
れ
ば
地
方
税
の
負
擦
の
聞
に

大
し
た
種
動
が
無
い
筈
で
あ
り
、

叉
各
地
方
の
経
漕
的
殺
達
一
か
非
常
に
遣
っ
て
ゐ
て
色
各
地
方
が
極
端
押
的
議
達
の

程
度
に
鷹
じ
て
糧
費

J

乞
支
出
し
て
ゐ
れ
ば
大
し
た
不
公
平
が
生
じ
な
い
の
で
あ
る

然
る
に
我
闘
の
各
地
方
は
其

の
麗
掛
的
殺
建
の
程
度
を
著
し
〈
異
に
し
而
も
各
地
方
の
支
出
す
る
経
費
は
剖
一
的
に
し
て
殆
ん

E
大
差
い
か
な
い

か
ら
、
地
方
積
負
携
の
不
均
衡
が
問
題
?
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
地
方
財
政
調
格
交
付
金
は
昭
和
七
年
頃
よ
り

始
め
て
具
惜
化
し
て
鳴
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
?
あ
っ
て
、
従
来
の
補
幼
令
パ
小
個
別
的
の
特
殊
目
的
九
T
有
し
て
ゐ
た
の

に
反
し
包
括
的
な
る
財
政
調
整
目
的
を
宵
し
て
ゐ
る
鮪
に
共
の
特
色
を
有
し
て
ゐ
る
c

個
別
的
目
的
を
有
す
る
補

助
金
は
現
に
多
数
存
在
し
、
目
的
別
に
す
れ
ば
、
第
一
に
治
水
事
業
に
闘
す
る
粧
費
、
第
二
に
港
糟
修
築
に
闘
す

る
経
費
、
第
一
二
に
道
路
に
闘
す
る
経
費
、
第
四
に
警
察
に
闘
す
る
経
費
、
第
五
に
術
生
ド
闘
す
る
経
費
、
第
六
仁

水
道
に
闘
す
る
経
費
、
第
七
に
教
育
に
閲
す
る
経
費
、
第
八
に
祉
命
日
事
業
に
闘
す
る
経
費
、
第
九
に
災
害
に
闘
す

る
経
費
、
第
十
に
闘
積
徴
牧
に
闘
す
る
経
費
、
第
十
一
に
勧
業
に
闘
す
る
経
賀
、
第
十
二
に
地
方
織
選
に
闘
す
る

経
費
、
第
十
ゴ
一
に
共
他
の
糧
費
に
分
れ
る
の
で
あ
る
。

1

此
等
の
補
助
金
は
共
時
共
時
の
必
要
に
臆
じ
て
立
案
せ
ら

れ
た
も
の
で
あ

J

っ
て
個
別
的
に
意
味
を
有
し
て
ゐ
る
が
、
此
等
各
種
の
個
別
的
補
助
金
を
補
完
す
る
意
味
に
於
て

包
括
的
な
る
一
つ
の
財
政
調
整
交
付
金
を
併
せ
作
る
か
又
は
此
等
の
個
別
的
補
助
金
を
全
腐
し
て
共
の
代
り
に
包

括
的
の
財
政
調
整
交
付
金
を
作
る
か
と
一
疋
ふ
考
が
出
て
宮
本
た
の
で
あ
る
つ
現
に
補
助
金
の
中
の
最
も
重
要
な
る
義

地
方
財
政
調
整
指
数

弔
問
十
巻

一一-七五

第

披

九

主計局，圃貨と地方賀との閥係(昭和二坪版)
大竹虎雄，園賀と地方費(自治研究)



地
方
財
政
調
整
指
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第
四
十
巻

七
~ 
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第
二
披

四
O 

務
教
育
費
圃
庫
下
波
金
の
如
き
、
本
来
は
尋
常
小
墜
校
教
員
の
俸
給
の
幾
分
を
閏
庫
か
ら
補
助
す
る
と
云
ふ
意
味

か
ら
出
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
現
今
に
於
て
は
或
村
に
つ
い
て
は
俸
給
費
の
殆
ん

E
全
部
を
園
庫
よ
り
補
助
せ
ら

れ
或
市
に
つ
い
て
は
俸
給
費
の
一
小
部
分
の
み
を
園
庫
よ
り
補
助
せ
ら
れ
る
と
云
ふ
有
様
で
あ
る
、
か
く
し
て
義

務
教
育
費
困
距
下
被
金
は
本
来
の
個
別
的
意
味
を
会
〈
失
ぴ
包
括
的
な
る
財
政
調
整
交
付
金
と
し
て
の
作
用
を
強

く
し
て
ゐ
る

義
務
教
育
費
問
庫
下
段
金
の
財
政
調
整
的
意
味
を
一
階
崎
大
す
る
所
に
地
方
財
政
調
整
交
付
金
の

立
場
が
あ
る
。
然
ら
ぱ
地
方
財
政
調
整
交
付
余
の
分
配
概
準
営
如
何
に
定
が
べ
き
か
、
こ
れ
地
方
財
政
調
整
指
数

の
必
要
な
る
所
以
で
あ
る
。

我
闘
の
各
地
方
の
経
済
紋
態
の
襲
化
を
最
も
著
し
く
示
す
も
の
と
し
て
注
目
す
ぺ
き
は
、
第
一
に
人
の
大
都
市

集
中
で
あ
り
、
第
二
に
富
の
大
都
市
集
中
で
あ
る
。
故
に
地
方
財
政
調
整
指
数
を
定
め
る
に
営
り
、
人
と
富
と
の

大
都
市
集
中
を
考
慮
に
入
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

第
二

人
の
大
都
市
集
中

大
正
九
年
と
大
正
十
四
年
と
昭
和
五
年
と
の
三
回
に
わ
た
り
我
闘
に
行
は
れ
た
る
闘
勢
調
査
の
結
果
は
各
方
面

に
有
力
な
る
示
唆
を
輿
へ
て
ゐ
る
が
、
第
一
に
注
目
す
べ
き
は
市
部
人
口
の
割
合
が
郡
部
人
口
の
割
合
に
比
し
て

増
加
の
傾
向
に
め
る
事
で
あ
る
。
六
大
都
市
人
口
と
其
他
の
都
市
人
口
と
郡
部
人
口
と
の
割
合
は
、
次
の
表
の
示

す
が
如
〈
持
型
化
し
て
ゐ
る
。
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年
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一
日
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ロ
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五
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口
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五

三
回
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九
五
回
一
ん
八
一
一
一
一
一

そ

ん

=

一

三
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一
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一

一

一

塁

一
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L
l
t
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7
・
F

t
ょ
p
r
i
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5

、

〆印、れ

ω可
If--ヴ
ヴ
‘
じ
ー
斗
噌
陪
吋

J
d
t
J
d

十昭 ( 

月和三
一二o:' 

l 三ご支!日年
-ー=ー~-ー孟2...____ ー-ー

:
)
一

i
I
i
:
f
:

川
ぴ
一
川
小
倍
、
い
拙
伸
明
止
ハ
ド
'

は
れ
つ
h

め
る
。

過
去
十
年
間
に
郡
部
人
口
が
八
二

0
2
よ
り
七
六

C
F
4
仁
減
じ
で
ゐ
る
に
拘
ら
子
、

六
大
都
市

人
口
が
九
八
九
よ
り

一
八
%
に
増
し
、
六
大
都
市
以
外
の
都
市
の
人
口
が
八
こ
な
よ
り
一
一
一
一
一
%
に
増
し
て
ゐ

る
事
は
此
聞
の
消
息
を
語
っ
て
ゐ
る
。

勿
ム
而
、

二
問

ω岡
勢
調
査
が
行
は
れ
た
聞
に
は
市
が
接
績
町
村
ケ
併
令
す

る
事
に
よ
っ
て
直
域
を
蹟
張
し
た
事
が
あ
る
が
、

も
し
市
が
其
の
匝
域
を
横
張
し
な
か
っ
た
と
し
て
色
此
の
趨
勢

は
打
消
し
難
き
事
賞
で
あ
る
。
而
し
て
都
市
人
口
の
増
加
は
出
生
が
死
亡
営
超
過
し
た
自
然
増
加
ぷ
基
〈
よ
り
も

寧
ろ
来
住
が
移
住
を
超
過
し
た
流
入
超
過
に
よ
る
の
で
め
る
。

然
孟
ワ
ぽ
如
何
な
る
年
齢
階
級
の
人
が
六
大
都
市
と
共
他
の
都
市
と
郡
部
と
に
分
配
す
り
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う

か
。
次
の
表
の
示
す
如
く
で
あ
る
。

地
方
以
叫
単
一
向
凱

第
四
十
巻

三
七
七

第

蹴

匹l

日本人口問題肝究第』ニ宅F上回貞夫郎博土，2) 



~
1
1
 

持
11
紫

111
・ptf

持害:+-母印
幸司.jI::t:~互寝静担忠義

刊誌
ロ

〈
"" 

議(と

品ト

i 

一一尚一一 時一新一昨V

一悟一一EV

巴結「ll一J叫J
川口

1

11F一一F

R)vr一眼一服炉一

十||「1一崎川

川町一一一一一川淵

コ』桂昌，kr hM
い閉口

aa

副M

是
皆

1
<
同
守
宅
壮
十

"
"
1

出
i
 

《
同
+
-
E
i

壮
十

"
"
1
m

l
M
柿

駄
l
k

k
韓

怪
1(
t

<
制

球
l

L
E
J
-
?
|

竺
L

ャ
m

R
空

l
i

R
よ

il<"l!'¥
lO:r

i
 nl'~K円前1!

nl
l' i~I1 il

匂
]
i
 lil< 

1
 

!'iIlilO
i
 ii]~il官

41内
符

il吋
iil市i]'û判

E
K
1
4
 

1;時
打
，
ξ!

川

(
 

-<J 
~
 

豊富
ロ

〈

結

4司

t< 
1( 

担中司

結
+< "1RHV 唱

1-

、 叶
i川柑川

刊守口U

' 

内

γ，

J、ut mR 
4
 

u
-
gji 

"
 

刷

11;;'1'000 
11国O'~~<

11'干明，
1]1同

11'干
K
I

 
'<~~i 

111 m
 

iI' il!iI
 

~ 
II!O~'<Kð 

1il'0K<'
平~iI

11;'01 m' 
1判

nlm
川
'K
平4

日O~'K
品目

i
liI' 0干

1'111<1 
il'~~i1'III~~ 

l同一
l

~O~'~r，~ 
11101 

'剤
11

1I'1IIm 
I'~国〈

1I'1IIK<'
Qi;1I1

 
同日

1'111
嗣

同司
0'0

川111
II'lt(

干
'01

1;
il'~OK' <平

111
榊il'干〈日

E前~'III~干il'
~O<'<<日

il'lil
1l11 

'何日|

110-11 
州
1'や

1<
11く

ヤ
仰
E

I
r
~
u
r
判
|

il'OO
r，'~国平

m
Il1~r<日II~

III~K'~OI! 
I!' II!!~'収M

II'! 
1\~'II!IIK 

困O
W
I
判

~I\O'KIIIII 
II'nJ0!1'~<1I1 

il'l¥i1
1

 
'III<~ 

M
-

I1~ 
1I<~'IIr，平

1¥I
W
同1111

l'
平
IIiV

干111<
J'K<<'~lill 

1111I1~'司<1
11<
町
祖
|

I
 

'~O 1'111 111 
1'<

国
I'011< 

~J
g["~同平

1I1111;;'~Kll 
iI' C;;

I!'仰
111

1
 

';;早川
'0
平〈

II!O-II!~ 
I!収'I!!!

!
 

I~~"KIK 
1
 

'111;;
干，

11111 
JI 

l'同
収

'111~1
1\平ID"K1~<

1I110'\Il~IIJ 
!
'
U

\Il'同O~
1
 

'困早
111
'II! 
!干

l! 
11平

'<Kl~
i1K
~
'
m
 
!' <iI!'O~~ 

!
 

"1~早1I!'I!n

同
国
一
似

I;;~'問iI
l早川，

;;1(< 
l 川イ

1'
1I11WOI

1lillWll iIlO
 

l~iI'副~~
1
 

'111111111'11<< 
1
 

ri:I<<rll~O 
:j州

'C44|
IIC<'~<司

n
制

'~<I
1

 
'1I11~'品川|

~
o
-
~
~
 

1平
~'B平E

l国0'
;;~nl 

n
l
(
W
収
01

l'li
1l1l¥'収平

1;;干
'<I~

|平
O'lil<

1
 

'~IIJ;'~OIi 
I
 

'lillll' 
I
 

11111 
1II
平
'111
I

 
111 

I<O'1I1~早
1

 
'111110'<<

同
I

 
'l:l
Klln

干ul

制
-
[
i
'

11
1<'<判

1
 

1111 
'g[lIilil 

1
 

'1111 'iI1l1~ 
1
 

'IIO~'干
11<

Ir-n
O
i
;
 

lli<'<I~ 
1'111

ぼ
'
(
そ
11

1
 

'IIIKK' <liK 
P1<'1I11l1~ 

|同
;;'W1

1
 

'111<0' 11
同

1
 

'lll
付
'111111<

同日一回目
;;<'511 

制，
1州

1
 01 J1i¥' <il~ 

1
 

'OI~'IIIi1;; 
I
W
<
判

IC;;'OO~I 
l'IOiil'iilll; 

1'11<'01;< 
I~平'~<i1

IliI<'~KI 
1

 
'11~O'Oi< 

1
 

'il~O'Olli;; 

制
-
M
~

干
1'iH;~ 

干
1'11

仰
l

<liO'
く111

<~K'州
司

<Wll
1l1干

<K'ï~同11
〈
制

r~~<
~111l' ~III 0

 
100'

桝干
100'~11111 

l
'
O
l
n
~
川

1
 

'O~lI'Oi;< 

m
-
n
!
 

首~'司
<111

1;11' 
11~1I 

平
~<'O同O

平
~O"岡

山
同K'1?11

K
I¥' 10K 

K明
'<0<

判il'1I川崎
n'110nl 

平
i(P
〈収

判
<'nll

平
<1 

l'l
lI~ 

:
国
-
~
~

州
'111<

I
W
K
~
困

回収
'IIKI

K~O'~lnl 
111<'

1100 
~~I'干

I~
~Knl' 11判

K~III' 1同|
IIW<li; 

同
l'
IJnl
平

IR~K'111同盟
KII~'KKn; 

平日一平
E

1<'
lIH? 

1110'1110
平

川<1
'lI~1 

rJl~K"干干!
11 

I'n:nl~ 
Iil~'~~平

同<1¥'
11
Ji 

~< l' 
1収

lI nnll
世

lIIK'~lI~ 
nl~干

'~I
晴

Il<O'
i1l1K

 

制
-
l
I
?

干'i1
I<

I
W
iR
I同

1司
1'0

州
lH(<'IJ1i~ 

<'<<0 
lく'lIKI

110m'
判
11

11?I' 1111 
10'

平〈平
111'

11';
1; 

111 
1¥'
11 
I

 
111 

lI~，，'干Iilì

<O
;:;S斗

iI'干
10

V
同~<

<~'m眠
1~I\'mlh1 

111'1!~1; 
~'~i!

1 
制

'111~1;
l平

~'III;;K
5'1

制
1il'

11~~ 
1

 
¥Il' <~r. 

1111l'1(~ I
 

叩キ
1ー.

 
11'~. ¥Il'収

01
iI'附;I;'I\~K

ilW lui 
1
 

'1i1';:~111W州i1'仰iI
111 
'同
W<~Ol

lli'o~nOil
K'W'ill~I

I\K'l(II~'l;ll! ð'011111'州
〈
川
'
~
<
I
'
m
1¥<' 1¥平

1'
州

ilJiI<'I~O'~m~

刷，
11
¥
刊
lo

|
 
開

問
E

~'H平~'O<K
~O'~<IIi'~K早

n
o
く
'
U
I¥

同!;'!lKII'O~r.



年

(ロ)

人

口

上h

守1

(
一
高
人
営
リ
)

日

日

ノ、-e -eプマコ匂三日三Ei. 院草書区司王三 ご二ニューー・一一it口五 口 五 口 干口五司王 Cコ .3Oi. 0 3.弘司五 D|

以 I I I I I 1 1 1 1 1 I I I I I 
上-I~ -1三六六五五回国三 二二一一 l 

プL V司 -Ju. v:ヨ タむ F司 ，~ ，可 -h.. 1"'1 )t... ピ当 ，~ 恒正 :1t... ¥!::ヨ l 

rそ l男 iハ 1

01三 一三六己玉又三三ラミ I ，，~I .-:i-;: ~温室宅雪! 大!大
、Jア竜二丘三E 三三 四一一 Cコ Cコ3i:.. -j-匂 ~1 _.... j，.... 二二 μ-~ 三三 f、三民 l言l一一一一一一 一一一一l 都 l 正

、E司雪 l女市九
五畠、ミ 一-一牟←一一- -二二ニ二三三 乙，-守司壬叶1 ヨL ヨs:. p-;.:唱 μE喝E耳毒三百正二 l 川. 且

ノ命k下丙"元そ蓋 4急=E冨亙きき宅主-'"一芯 ;石之三き乏 i奇芯コ玉三 i 一一l 宇

十

fミ ー 一 ームー!男(尖 l 月

弓 r~ 石是主王ヨヨ呈き完莞 1115 ミ言語主主! 郁-81一一一一一一一一一 一 ←一一 一一一二一一;一 切 l

竺 一一ーコユコ五三.::::=:.~同五六六 l 女瓦
二二主三三百三プb ニ二三s:. ~-e cコ三三 ρ、cコ 三三〆じプミ内週二二-Co
三三 Cコ三三ニニプ" -己 CJ 二三ヲ'L f'ら三三三古川1 じずしベユ一一- ~， 

男!大
さ lニE. 五 八 三叉量元霊，e''i芝奈孟至宝 5E: !大大

1-¥三三民三三 ζプ、三:Ei.. -/1...，. - -t::;;プu :;ベ六ベエ主主ノ、ノ、一一 -to
ι 一 一一一一一ー ム

雲 都!工
一 一 一 一川右耳目問主 i女|市 l 山

一二 五 - e ; 九 2 六三五亨己;0'00. .=三 l詰克三弓三主主
巴ム三」旦コ主主~ヱ』主ヨ =1LqJE-i ト一年

， J~ 一 一ーコユコ二部五四四五六回 i男|長 l
叶 22丈 売さヌ三 2三主主主:)乏雪夫之ーヨ三塑-
Cコ、 I 吋，

ぐ っ ---
~t ~ 

一一一一一ーー伊 三四川君哨女|瓦
z 五九二四七二二ヨ主主主ズー;i;~; 百〈ーづ』ヲミヲL ，弓 i
三一生二?ーニー壬ー巴二三二t:::: 7t.. ，"，.主主主主二三主主二二←i 「一「一

|男 17;1
::;1五 一三五八五三己三天三虫歯宗主笠 fzg| !大|陥
Jイ主主-~ー-.L"L一二二二三亙ー」三一豆主主主.~ /"'¥.一二.._--三主主」空I ..::三L一三笠~:-一一一 i ~.. 
gl 都|刊

一一一!女|市 l五

主亘号呈主l-llf 
-1= 一一一一一一ォコ問問有台占|男|尖|月

3JZ亘三一三去二三三豆豆JL三五三塁亙;重一丘1-1聖|一
色 叩l
Cニコ I ，'-， 

一一 一 一 一 ーー…}台止!女!九 1
2 再生 ~I 瓦三両豆天万茜元日五三三

二 4 一四 -/¥，.五九九六力三八c:) cJ  - ， ____~ 

日

地
方
財
政
調
整
指
数

第
間
十
巻

第

挽

VLJ 

一
七
九



地
方
財
政
調
整
指
数

第

鉱

f'Q 
凹b

第
四
十
港

iI. 
O 

垂
直
線
上
に
年
齢
を
と
ち
水
平
線
上
の
左
右
に
営
該
年
齢
に
開
局
す
る
男
女
の
数
を
と
る
と
、
我
岡
本
エ
悼
に
つ
い

て
は
二
等
建
三
角
形
を
一
不
し
所
謂
「
人
口
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
」
の
形
が
符
ら
れ
る
。
試
み
に
「
六
大
都
市
の
岡
勢
制
査

人
口
」
と
「
六
大
都
市
を
除
き
た
る
地
方
の
問
勢
調
査
人
口
」
と
の
比
較
ぞ
行
ふ
と
興
味
深
き
現
象
ぞ
見
る
の
で
あ

る
。
六
大
都
市
で
は
、
男
子
の
散
が
女
子
の
数
よ
ち
も
会
開
に
於
て
多
〈
、
成
年
級
が
凸
形
を
一
不
し
太
ま
り
、

L
八

大
都
市
以
外
で
は
も
男
子
の
扱
と
女
子
必
裁
と
の
問
に
大
差
い
か
な
〈
、
成
年
級
が
凹
形
ぞ
一
市
し
細
ま
り
日
本
会
闘

一
ノ

c
t
h
L
H
L
P円
引
没

f
泊
フ
ー
し
主
従
L

d

o

h

御率
P
L
L
Z
o
h叶
羽
除
制
配
人
l
立
医
剖
町
人
一
一

Jσ
あ
JJ;:
停
止

t
I
M
-
-
r
t
u
t
-
J，
t
i
d
i
-
-
1
4
4
1
t
t
i
l主
一

l
J
'
i
l
(
;
l
J
4
7

技
態
を
示
す
に
止
ま
り
、
活
動
吠
態
を
知
る
潟
め
に
は
書
一
同
人
口
を
求
め
る
必
要
が
あ
る
。
姦
に
「
東
京
市
の
中

心
地
域
の
書
間
人
口
」
営
岡
表
に
示
し
に
の
で
あ
る
。
男
子
は
女
子
に
比
し
て
断
然
多
数
を
占
め
、
者
人
及
び
子

供
は
一
小
部
分
に
止
ま
り
男
子
女
子
の
い
づ
れ
も
成
年
級
が
左
右
に
長
く
流
れ
て
ゐ
る
か
ら
人
口
の
大
部
分
は
壮

年
者
に
属

L
て
ゐ
ム
。
組
人
口
を
一
C
O
に
と
り
年
齢
別
観
察
を
行
ふ
と
地
方
的
差
異
を
接
見
す
る
。
昭
和
五
年

の
六
大
都
市
に
て
は
一
四
歳
以
下
の
幼
年
者
は
一
一
九
・
七
%
、

一
五

i
五
九
歳
の
生
産
年
齢
者
は
六
五
・
八
%
、
六

O
歳
以
上
の
老
年
者
は
凹
・
五

μ
で
あ
る
。

六
大
都
市
以
外
に
て
は
幼
年
者
三
一
七
・
六
%
、

生
産
年
齢
者
五
四
・
六

Jμ
、
老
年
者
七
・
八
%
「
で
あ
る
。
昭
和
四
年
の
京
京
市
中
e

心
地
域
に
て
は
、

一
五
歳
以
下
の
幼
年
者
七
・
九
%
、

六
六
O
歳
の
生
産
年
齢
者
九

0
・
三
叫
戸
、
六
一
歳
以
上
の
老
年
者
は
一
・
八

μ
で
あ
る
。
生
産
年
齢
人
口
を
男
女

別
に
す
る
と
、

六
大
都
市
は
男
三
五
・
八
九
戸
女
三
O
%
に
し
て
男
女
の
数
に
相
営
の
聞
き
が
め
ち
、

六
大
都
市
以

外
は
男
二
七
・
八

μ
女
二
六
・
八

μ
に
し
て
男
女
数
が
接
近
し
、
東
京
市
中
心
地
域
は
男
七
了
。

μ
女
一
九
・
一
ニ

μ
金 iキ m義;町東京市中 II~\地書間人東京市統計課，帝都中心地域重間人口調査

口調査に就いて(本誌第三十一答第一披}
)
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地
方
財
政
調
整
指
数

第
四
十
巻

A 

に
し
て
男
女
教
の
不
釣
合

は
極
端
で
あ
る
。

要
す
る
に
、

働
き
盛
り

の
男
子
の
多
数
が
農
村
を

ゴ寺

大
，都
市

特
に
六
大

都
市
に
移
っ
て
ゐ
る
ご
と

ム、

大
都
市
が
隆
積
町
村

グ
リ
古
川

1
¥
、1

1
て
I
I
ノ「

Y

4

1

、、
j
h
Hー
ャ
品
礼
ク
一

H
4
1〆
に
u
v
h
日
レ
且
・
4
パ

捷
張
し
て
ゐ
る
以
上
に
人

口
を
増
加
し
て
ゐ
る
事
と

(ま

前
倒
閣
の
数
字
表
及
ぴ

同
表
に
よ
っ
て
明
ら
か
に

一
不
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
J

の

Zω

。第
二
披

pq 
ヨ王



地
方
財
政
調
件
一
指
数

割
市
川
十
巻

ノ、

第

拡

1''1 
F、

富
の
大
都
市
集
中

第
三

人
口
が
大
都
市
に
集
中
す
る
、

而
も
耐
AK
村
を
去
っ
て
大
都
市
に
集
中
す
る
人
口
の
大
部
分
一
か
働
き
盛
り
の
耽
年

男
子
で
あ
る
、
宙
が
大
都
市
に
集
中
す
4
9

の
は
嘗
然
で
あ
る
。
人
口
が
集
中
す
る
矯
め
に
富
が
集
中
す
る
の
か
、

自
の
集
巾
γ

い
引
き
つ
け
ら
れ
て
人
口
が
集
巾
す
る
の
か
嗣
者
の
囚
果
闘
係
を
究
め
る
事
は
困
難
で
あ
る
が
、
雨
者

が
続
時
な
る
闘
係
含
有
し
瓦
ひ
に
版
悶
と
な
h
結
果
と
な
っ
て
作
川
し
大
都
市
に
人
口
も
集
中
し
怖
も
集
中
し
て

ゐ
4
G
J
却
は
否
定
し
掛
さ
事
宜
可
L
a叱
4
9
n

六
大
都
市
に
市
の
集
中
し
て
ゐ
る
程
度
は
財
産
統
計
と
か
所
得
統
計
と
か
種
冷
の
椋
準
よ
り
之
を
見
る
事
が
出

来
る
が
、
山
口
問
の
評
債
は
共
の
方
法
に
困
難
を
作
ふ
か
ら
人
口
統
計
の
如
〈
精
確
に
之
宏
定
め
る
事
が
出
来
な
い
。

識
に
は
不
完
全
乍
ら
次
の
如
〈
第
三
種
所
科
の
合
計
(
損
失
控
除
額
、
所
持
税
訟
第
十
五
帳
、
第
十
六
傑
、
第
十

六
倍
ノ
三
控
除
額
を
佐
除
せ
ぎ
る
も
の
)
ぞ
以
て
満
足
す
る
事
と
し
た
の
で
あ
る
。

年

第

三

種

所

得

総

頼

表

一
昭
和
一
万
年
一
二
年
一
三
年
一
四
年
一
五
年
一
六
年
一
七
年
一
ヘ

工一ぷ一一二三
L
弓
ニ
一
口
三
一
五
三
九
四
八
一
回
目

3
4
9一三一

六
大
都
市
(
千
聞
こ
ん
一
三
回
全
ん
一
回
、
回
二
」
人
豆
七
二
三
へ
た

J

一一一八一八回目、四一
4

善一、会

六

大

都

市

が

全

国

一

一

一

↑

一

一

に
占

U
る
一
元
・
九
三
一
一
一
三
て
豆
一
一
一
=
一
千
三
=
一
回
・
一
三
一
言
・
ニ
八
一
実
・

割

合

(

百

品

川

比

)

一

一

一

一

-

一

全

八一三君、エ口四

北口四、七七回

四

三L. 
" 

豆

大阪，名古屋の三院務監督帰』寸前:~a 年報書と主税局統計ー最近八年間の東京，
年報書とによるぜ

4' 



勿
論
第
三
種
所
得
は
千
二
百
回
以
上
の
所
得
を
有
す
る
人
の
所
得
の
み
を
含
み
、
兎
稜
貼
以
下
の
所
得
を
除
外

し
て
ゐ
る
、
加
ふ
る
に
公
債
枇
債
の
利
子
銀
行
預
金
の
利
子
等
は
全
〈
含
ま
れ
て
ゐ
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
六
大

都
市
の
第
三
種
所
得
が
全
国
の
第
三
種
所
得
に
占
な
る
割
合
が
昭
和
元
年
に
三
割
弱
で
あ
っ
た
も
の
が
、
昭
和
二

年
以
後
に
は

J

一
一
割
を
突
破
し
昭
和
七
年
八
年
に
は
四
割
五
分
ぷ
上
つ
て
ゐ
る
事
は

富
が
六
大
都
市
に
如
何
に
多

く
集
中
し
て
ゐ
る
か
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
而
も
六
大
都
市
の
人
口
が
会
岡
人
口
の
一
割
蚤
な
る
と
之
を
針
照

す
る
と
ん
仙
の
集
中
が
人
口
の
集
中
よ
り
も
共
の
勢
を
大
に
し
て
ゐ
る
事
を
知
る
事
が
出
来
る
。

山
尚
一
か
大
都
市
に
集
中
し
て
ゐ
る
事
は
財
改

h
に
於
て
特
に
租
税
負
擦
の
上
に
於
て
重
大
な
る
影
響
ぞ
興
へ
る
も

の
で
あ
る
。
之
炉
問
枕
と
地
ぷ
枕
と
に
介
ち
史
に
閣
粧
を
直
接
岡
税
l
L
間
接
関
税
と
に
分
ち
研
究
ず
る
。

直
接
闘
琉
の
主
な
る
も
の
は
所
得
艶
と
地
租
と
管
業
牧
盆
枕
と
の
三
つ
で
あ
る
。
第
一
一
種
所
得
税
は
法
人
所
得

枕
で
あ
る
が
、
法
人
は
主
と
し
て
大
都
市
に
集
中
し
て
ゐ
る
か
ら
第
一
種
所
得
税
の
耽
入
は
大
都
市
ド
於
て
優
越

の
地
位
を
占
め
て
ゐ
る
。
第
二
種
所
得
税
は
源
泉
課
税
方
法
を
採
り
捨
積
地
が
明
瞭
で
な
い
が
、
郡
部
に
多
〈
の

牧
盆
を
鷲
ら
さ
な
い
事
だ
け
は
明
ら
か
で
あ
る
。
第
三
種
所
得
税
は
免
積
黙
を
千
二
百
固
と
定
め
て
ゐ
る
の
で
め

る
が
、
米
債
及
び
繭
債
が
下
落
し
た
る
結
果
と
し
て
農
村
の
所
得
が
激
減
し
た
魚
め
に
、
共
の
大
部
分
は
大
都
舎

で
負
躍
す
る
事
と
な
っ
て
ゐ
る
。
管
業
牧
諸
説
は
商
工
業
者
の
租
枕
と
し
て
存
在
し
て
ゐ
る
か
ら
都
合
積
た
る
事

に
は
疑
を
符
れ
な
い
。
之
に
封
し
地
租
は
農
業
者
の
租
読
と
し
て
郡
部
に
重
心
ぞ
お
い
て
ゐ
る
筈
で
あ
ろ
の
に
、

こ
れ
亦
そ
の
色
影
を
夫
ひ
っ
〉
の
る
。
蓋
し
農
村
に
て
は
自
作
法
免
抵
の
制
度
が
設
け
ら
れ
て
地
租
が
軽
減
せ
ら

地
方
財
政
調
笠
指
扱

第
四
十
巻

i¥、

第
二
琉

I引
七



地
方
財
政
調
猪
指
数

第
間
十
巻

11>1 
i¥ 

第

~j，究

j¥， 

p~ 

れ
て
ゐ
る
上
に
、
課
税
標
準
七
る
土
地
の
賃
貸
債
格
(
大
正
十
五
年
四
月
一
日
現
定
)
が
六
大
都
市
に
於
て
ニ
億

九
千
二
百
七
十
五
高
岡
に
上
句
会
問
の
十
七
億
三
千
四
百
七
十
一
高
闘
の
一
割
七
分
セ
占
め
て
ゐ
る
有
様
な
る
が

故
で
あ
る
。

か
く
の
如
〈
直
接
闘
耽
の
方
面
に
於
て
は
比
較
的
公
平
に
搭
税
力
炉
皮
影
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か

戸
町
、
郡
部
の
負
携
は
都
舎
の
負
強
よ
り
軽
く
な
っ
て
ゐ
る
。

我
岡
の
間
接
岡
視
の
主
な
る
も
の
は
酒
視
と
煙
草
一
塁
貿
盆
金
と
の
二
つ
で
あ
る
。
間
暗
闇
挽
ほ
納
税
者
よ
り
携

?
J
こ

4
2
I
F
C
-

ー'日

)
i
!
事

』

U
3
0炉し
M
l
d
U
T
A
-
-炉
M

h

H

f

o

z
下

旬

F
J
K
!

ず

恥

税
法
ト
に
料
紙
J
9
4
」
止
、

U
一
t
d
ノ
u
b
c一
和
利
此
L
亡
併
移
H
L
P
r
h
μ
p
v
七

t，
ー
日

l
J
F
F
R
4、，

vvz同
州
叫

F
A川
4

寸コ
J

U

4一
川
下
回
泊
}
可
。

仰い

μ
l
y
r
，b恥
民

m
w
'
3
4
m
d
!
?
?
h
v
話5

的
に
云
っ
て
酒
と
煙
車
と
を
消
費
す
る
の
は
批
年
男
子
で
あ
る
か
ら
、
肝
年
男
子
の
増
加
す
る
六
大
都
市
に
於
て

間
接
枕
の
負
携
の
増
加
す
る
事
は
品
目
同
然
で
あ
る
、
現
に
統
計
数
字
は
此
の
傾
向
を
物
語
っ
て
ゐ
る
。
然
し
内
閣
統

計
局
，
か
か
っ
て
調
査
せ
し
が
如
ぃ
、
間
接
消
費
税
は
一
種
の
人
頭
税
と
し
て
誼
進
的
に
作
用
す
る
も
の
で
あ
っ
て

直
接
税
の
如
〈
免
税
黙
と
か
累
準
階
段
と
か
控
除
規
定
と
か
が
設
け
ら
れ
る
事
が
無
い
か
ら
、
此
の
方
面
に
於
て

は
農
村
の
負
携
は
大
都
舎
に
於
け
る
よ
り
も
比
較
的
大
と
な
っ
て
く
る
。

直
接
園
税
に
於
て
は
農
村
は
都
合
よ
り
も
僅
か
の
負
擦
に
て
す
み
、
園
枝
仁
っ
き
農
村
の
苦
し
な
重
腫
は
寧
ろ

間
接
困
抵
の
方
面
に
あ
り
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
農
村
の
最
も
苦
し
か
も
の
は
地
方
税
で
あ
る
か
ら
之
伝
府

牒
税
と
市
町
村
読
と
に
分
ち
説
明
す
る
。

府
牒
税
の
最
も
重
要
な
る
も
の
の
一
つ
は
家
屋
耽
で
あ
っ
て
、
賃
貸
債
格
に
基
き
之
を
徴
牧
す
る
事
と
な
っ
て

ゐ
る
。
然
る
に
家
屋
の
賃
貸
債
格
を
昭
和
六
年
の
現
在
に
つ
い
て
見
る
に
六
大
都
市
が
二
割
六
分
そ
の
他
の
地
方

大蔵省主税局，土地賃貸債格競査事業報告書
拙稿，酒税の改正(本誌第四十雀第一蹴〉
内閣統計局，所得と油、賀枕負糖との閥係
大内兵衛教授，所得と油、費税負鴇?との関係(IJ本;f:'n;;-i事曾年報第二年)
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が
七
割
四
分
と
な
っ
て
ゐ
る
。

か
く
の
知
〈
、
家
屋
の
賃
貸
債
格
の
大
部
分
は
六
大
都
市
に
集
中
せ
る
に
拘
ら
す

各
府
牒
い
づ
れ
も
家
屋
社
に
相
官
大
な
る
期
待
を
梯
っ
て
ゐ
る
。
蕊
に
郡
部
が
市
部
に
比
し
家
屋
読
の
重
暦
に
苦

し
り
事
と
な
る
。
道
府
腕
税
と
し
て
は
共
の
他
に
雑
種
説
、
特
別
地
税
、
管
業
税
あ
り
共
の
他
各
種
の
闘
積
附
加

挽
が
あ
る
が
、
こ
れ
亦
大
都
市
の
所
在
地
た
る
府
腕
に
於
て
は
共
他
の
腕
よ
り
も
比
較
的
軽
い
の
で
あ
る
。

市
町
村
稜
の
最
も
重
要
な
る
も
の
は
戸
数
割
で
あ
る
が
、
そ
の
一
課
一
傘
が
郡
部
に
重
〈
市
部
に
軽
い
事
は
周
知
の

如
〈
で
あ
る
。
岡
暁
附
加
暁
道
府
牒
暁
附
加
積
に
つ
い
て
見
て
色
、
六
大
都
市
が
最
も
軽
く
六
大
都
市
以
外
の
市

部
炉
之
に
次
ぎ
郡
部
日
最
も
重
く
な
っ
て
く
る
。

租
税
の
品
バ
携
瀕
金
曜
を
地
方
別
に
調
査
す
る
事
は
不
司
能
で
あ
る
か
ら
、

間
接
岡
暁
一
ぽ
除
き
陸
地
問
肱
の
み
に
つ

い
て
之
を
研
究
す
る
事
と
し
た
。
六
大
都
市
と
六
大
都
市
以
外
の
市
部
と
郡
部
と
の
三
つ
に
分
ち
、
直
接
岡
積
と

夫
の
数
字
を
得
る
事
が
出
来
た
に

府
腕
視
と
市
町
村
積
ー
と
の
負
櫓
額
を
調
査
し
て
、

高

接

税

負

携

衡

実

負

措

鴻

額

{

千

園

)

一

比

率
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)
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司
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ニ
ヌ
、
九
五
八
一
一

g
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一
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一
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三
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広
大
都
何
一
五
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g
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九
九
一
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3
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地
方
財
政
調
整
指
数

第
四
十
巻

1
1
l
l
部

「

引

i
「

Ui--i7一
回
、
芸
一
|
一
D
D
一

和
一
二
ハ
大
都
市
一
一
内
回
、
当
一
八
一
団
一
、
四
百
九
一
室
、
き
こ
一
一
起
一
、
四
九
九
一
一
呂
一

一

一

一

一

一

一

年
一
市
部
一
肱
大
都
州
一
五
六
五
七
一
完
J

一
三
吾
、
口
同
一
一
一
一
貫
一
九
五
一
一

g
一

日
{
郡
部
一
五
一
一
二
一
四
八
一
一

U2一
一
六
一
二
回
昔
、
空
一
一
宅
八
、
主
一
一

g

l

一

一

一

一

一

一

川
…
~
六
大
都
市
一
一
主
一
、
九
四
一
一
一
一
八
、
会
五
六
回
、
老
一
一
一
一
コ

4
3一
一
ゴ
円
一
一
口
口
一

均
叩
J
H
百

阻

止

大

都

市

河

川

、

ミ

可

H

4

H

J

J
一

1

3

t

一

1

1
月

1
i
川
一

JI川
一
一
一
一

JJll一
ー

υい
ぺ
「
一
円
一
一
一
「
一
一
一

1

1-郡
部
一
一
一
一
己
主
一
六
一
三
一
二
一
口
、
星
回
全
一
三
六
六
一
一

g

湘
一
一
六
大
都
市
十
一
一
一
九
、
喜
一
-
一
占
、
八
六
五
一
六
回
、
三
一
一
コ
一
一
一
、
一
一
九
一
一

3

打
一
市
部
↑
六
大
都
市
一
』
一

-tis-十
嘩

五

一

s
-

一
以
外
一
回
入
、
重
一
=
一
3

E

J

E

E

A

=
一
一
一
美
一
一

g
一

丹、
F、/'、

t-~ 七九 三

三三~一-'"主ー

第

t虚

ヨ，.
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三三 プミ
ー t一 三

:I'LJ 
:J:i -2iき ii-i

回{〕八一主
-cニ
コfι

一
O
O
に
た
て
府
牒
耽
と
市
町
村
枕
と
直
接
税
金
瞳
と
の
負
捨
を
そ
れ
ん
¥
百
分
数
で
一
不

昭
和
六
年
の
数
字
に
つ
い
て
見
る
に
六
大
都
市
は
府
牒
枕
'
伊
三

直
接
聞
社
の
約
八
割
に
常
る
地
方
税
を
負
据

直
接
闘
読
の
負
携
を

す
と
興
味
あ
る
事
買
を
竣
見
す
る
事
が
出
来
る
。

jL 

市
町
村
枕
を
五

C
、
直
接
税
を
一
七
九
だ
け
負
推
し
て
ゐ
る
。

し
て
ゐ
る
詳
で
め
る
。

次
に
六
大
都
市
以
外
の
市
部
を
見
る
に
府
牒
税
七
三
、
市
町
村
耽
一

C
二、

直
接
税
二
七

五
に
上
り
直
接
岡
穂
の
十
七
割
に
あ
た
る
地
方
税
を
負
携
し
て
ゐ
る
拝
で
あ
る
。

一
三
四
、

市
町
村
税
一
七
四
、

直
接
説
会
計
四

G
八
に
上
る
有
様
で
あ
る
。

更
に
郡
部
に
至
つ
て
は
府
腕
税

帥
も
郡
部
は
直
接
闘
税
の
三
倍
に
あ



た
る
地
方
税
を
負
携
し
て
ゐ
る
謀
円
で
あ
る
。

か
り
に
直
接
闘
積
雪
各
地
方
の
艦
掛
能
力
に
迎
合
す
る
公
平
な
る
租

税
で
あ
る
と
前
提
す
る
、
そ
う
す
る
と
同
じ
日
本
で
あ
り
な
が
ら
六
大
都
市
と
六
大
都
市
以
外
と
郡
部
と
の
地
方

的
相
違
に
基
き
、
或
者
は
直
接
岡
積
以
下
の
地
方
税
営
負
携
し
、
或
者
は
直
接
聞
枕
の
約
二
倍
の
地
方
耽
を
負
携

し
、
或
者
は
直
接
凶
枕
の
約
三
倍
の
地
方
枕
を
負
携
す
る
と
い
ふ
、
如
何
に
も
不
合
同
の
結
果
を
示
し
て
ゐ
る
事

と
な
る
。

郡
部
に
住

υ人
が
市
部
に
移
h
ノ
六
大
都
市
に
移
る
と
い
ふ
傾
向
炉
己
に
拐
さ
趨
勢
で
あ
る
に
加
ヘ
て
、

こ
の
租
耽
負
携
の
不
均
衡
は
一
階
此
の
趨
勢
宇
佐
助
長
す
る
事
と
な
る
の
で
あ
一
る
。
所
調
不
在
地
主
ケ
攻
撃
す
る
人

が
あ
る
が
、
ぞ
れ
よ
り
色
先
つ
不
在
地
主
の
後
生
を
促
す
に
去
っ
た
原
因
た
る
地
方
財
政
の
快
陥
、
特
に
地
方
税

H
リ
¥JJι
吐
J
t
少

;
.
J
h
1
J
'
〉
九
。
町
r
h
E
b
h
J
J
3
0

小
山
川

v
h
uい
H
Z
1
b
L
O
A
d
-
B
カ
dfdt

以
上
の
如
く
人
口
が
大
都
市
に
集
中
し
共
れ
以
上
に
ん
ロ
闘
が
大
都
市
に
集
中
し
て
ゐ
る
事
は
地
方
財
政
の
上
に
好

ま
し
か
ら
ぬ
費
動
を
芯
起
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
救
掛
策
と
し
て
考
へ
ら
れ
た
も
の
が
地
方
財
政
調
整
交

付
金
で
あ
る
。

第
四

地
方
財
政
調
整
指
最
の
必
要

地
方
期
政
調
整
交
付
金
は
以
上
の
如
き
我
闘
現
賀
の
要
求
に
臆
じ
て
考
案
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に

封
し
種
ゃ
の
批
難
が
加
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
日
く
、
地
方
財
政
調
整
交
付
金
は
光
づ
地
方
財
政
の
整
理
を
な
し
然
る

後
に
之
を
設
〈
べ
し
と
云
ふ
の
が
第
一
の
批
難
で
あ
る
。
印
ち
地
方
財
政
が
業
利
黛
略
に
よ
り
膨
脹
す
る
よ
う
な

地
方
財
政
調
整
指
数

第
四
十
巻

一
八
七

第

務

五司



地
方
財
政
調
整
指
数

第
四
十
血
管

三
人
入

第
二
枕

五

不
自
然
な
結
果
を
防
止
し
将
来
に
劃
す
る
地
方
財
政
確
定
維
持
の
方
策
を
樹
て
る
事
を
や
ん
づ
必
要
と
す
る
に
拘
ら

示
、
現
在
の
所
で
は
地
方
財
政
の
整
現
が
充
分
に
行
は
れ
て
ゐ
な
い
と
一
去
ふ
の
で
あ
あ
。
第
二
に
地
方
財
政
の
歳

入
方
面
た
る
地
方
税
制
の
整
珂
が
断
行
さ
れ
て
後
に
始
め
て
真
に
地
方
財
政
確
立
の
潟
め
必
要
な
る
交
付
金
を
支

出
す
べ
き
で
あ
る
の
に
、
現
行
地
方
税
制
に
は
改
む
べ
一
手
蕗
多
の
も
の
が
存
し
て
ゐ
る
と
一
五
つ
て
ゐ
る
。
第
三
に

地
方
財
政
調
整
交
付
金
ヤ
支
持
宇
る
閥
単
牝
入
を
確
保
す
る
方
策
が
溝
ザ
ら
れ
て
後
に
始
め
て
之
官
佐
賀
行
す
べ
芋

l

-

田
島

U

W
L
J
d
f
I
n
A
H
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九

)
f
、
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1
1
n
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i
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i
I
b
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j
i
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k
p
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1
v
巾

ihυJ
川
f
u

け
い
昨
p
i川，ぃ
v
j
h
川山

d

の
引
い
a

民
社
イ
ん
に
山
口
仇

f
〈

K
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あ
る
。此

等
の
批
難
は
我
園
の
地
方
財
政
及
び
囲
内
家
財
政
の
賓
紋
を
知
る
専
門
家
と
し
て
は
等
し
〈
理
解
し
得
る
所
で

あ
る
。
義
務
教
育
費
岡
庫
下
被
金
が
増
額
せ
ら
れ
る
と
戸
数
割
の
軽
減
に
之
を
用
ひ
や
し

t
直
ち
に
新
規
事
業
に

之
を
め
つ
る
が
如
き
、
院
を
得
れ
ば
罰
を
望
h
u
と
云
ふ
具
合
に
補
助
金
の
増
額
を
受
け
叉
は
補
助
金
の
分
捕
り
が

多

t
出
来
れ
ば
地
方
の
名
容
と
心
得
る
が
如
き
、
本
来
地
方
財
政
の
模
範
と
な
る
べ
き
岡
家
財
政
が
経
常
的
亦
字

を
繰
返
し
て
共
の
前
途
の
見
逃
し
の
つ
き
か
ね
る
が
如
き
、
我
同
財
政
の
貨
情
を
知
る
と
き
に
は
、
此
等
反
針
論

に
も
傾
聴
す
べ
き
多
く
の
も
の
が
存
し
て
ゐ
る
。

然
し
乍
ら
か
う
る
財
政
技
術
品
一
同
ぞ
上
下
し
て
ゐ
る
問
に
、
恥
年
男
子
は
農
村
を
去
り
大
都
市
に
集
中
し
、
一
口
判
は

農
村
に
於
て
減
じ
大
都
市
に
於
て
増
加
し
て
ゐ
る
。
大
都
市
の
財
政
に
比
す
れ
ば
農
村
の
財
政
は
逐
年
苦
し
く
な

。
、
農
村
に
住
む
人
の
租
税
負
携
は
都
合
に
伎
な
人
の
租
税
負
携
に
北
し
蓬
か
に
大
と
な
っ
て
ゐ
る
。
伺
等
か
の



形
式
に
於
て
で
も
地
方
財
政
調
整
交
付
金
の
精
神
を
賞
現
せ
ね
ば
、

地
方
財
政
の
前
途
は
悲
観
的
に
な
ら

F
る
金

得
な
い
の
で
あ
る
。

地
方
財
政
調
整
交
付
金
の
制
定
は
時
の
問
題
で
あ
る
。
間
庫
よ
り
地
方
へ
波
す
補
助
金
の
中
で
最
色
大
な
る
額

を
占
め
て
ゐ
る
義
務
敢
育
費
困
庫
下
波
金
の
分
配
方
法
が
一
種
の
財
政
調
盤
の
作
用
を
な
し
て
ゐ
る
事
は
、
こ
の

一
帯
貨
を
暗
不
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
o

従
て
最
も
問
題
と
な
る
の
は
、
如
何
な
る
標
準
に
よ
り
地
方
財
政
調
整
交
付

金
を
分
配
す
べ
き
か
、
却
も
地
方
財
政
調
整
指
数
の
定
め
方
如
何
で
あ
る
。
地
方
財
政
調
整
指
数
の
定
め
方
が
車

純
に
過
ぎ
る
時
ば
、
惚
維
な
る
経
憐
事
情
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悪
用
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る
地
方
回
開
の
生
や
る
事
を
免
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現
に
義
傍
教
育
品
川
岡
山
坪
下
校
へ
唱
の
貰
情
が
之
、
宮
市
し
て
ゐ
る
。

地
方
財
政
調
謎
市
故
人
γ
複
雑
に
す
る

し」、

λ
心
に
訴
ふ
る
事
が
困
難
な
る
故
に
極
め
て
概
念
的
の
も
の
と
な
る
虞
が
め
る
。

い
づ
れ
に
し
て
も
人
口
の

大
都
市
集
中
と
宮
の
大
都
市
集
中
と
の
二
つ
の
要
素
は
地
方
財
政
調
整
指
数
を
作
製
す
る
上
に
於
て
参
考
す
べ
き

最
も
重
要
な
る
因
子
と
な
る
で
あ
ら
う
。
議
に
は
単
に
問
題
の
提
供
に
止
め
、
地
方
財
政
調
整
指
数
の
作
製
方
法

に
つ
い
て
は
之
を
他
日
の
研
究
に
ゆ
や
る
。

地
方
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政
調
整
指
数
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